
○つくば市クリーンエネルギー機器設置事業補助金及びビークルトゥ

ホームシステム設置事業補助金交付要綱 

平成25年４月30日 

告示第285号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、クリーンエネルギー機器設置事業補助金及びビークルトゥホ

ームシステム設置事業補助金（以下「補助金」という。）の交付について、つく

ば市補助金等交付適正化規則（昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付の目的） 

第２条 補助金は、クリーンエネルギー機器（別表第１に定めるクリーンエネルギ

ー機器をいう。以下同じ。）及びビークルトゥホームシステム（以下「V２Hシス

テム」という。）の普及を促進することにより、二酸化炭素排出量の削減を図

り、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的として交付するものである。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 新築建て売り住宅 建て売り事業者が建築確認を受け、販売する住宅をい

う。 

(2) クリーンエネルギー機器パッケージ 太陽光発電システム（配線方法が余剰

配線であって、発電出力が３kW以上のものに限る。）、蓄電池（公称最大蓄電

容量が４kWh以上のもので太陽光発電システムと連系可能なものに限る。）、

燃料電池及びホームエネルギーマネージメントシステム(HEMS)のパッケージを

いう。 

（補助金の交付） 

第４条 クリーンエネルギー機器設置事業補助金は、次に掲げる要件のいずれにも



該当する者が別表第１に定める要件を満たすクリーンエネルギー機器を設置する

場合（当該クリーンエネルギー機器が設置された住宅を購入する場合を含む。）

に、予算の範囲内で交付することができる。 

(1) つくば市内に居住し、かつ、当該居住地を住所地としてつくば市の住民基本

台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づく住民基本台帳に記録されている

者（以下「市内居住者」という。）又はつくば市内において住宅を建築し、若

しくは購入する者であって、当該年度中に当該住宅の所在地を住所地として転

居若しくは転入を予定するもの（以下「市内居住予定者」という。）であるこ

と。 

(2) 過去５会計年度（補助金の交付を受けようとする年度を除く。）、当該クリ

ーンエネルギー機器について、補助金の交付を受けようとする者及び当該者と

同一住所地に居住する者がつくば市から同様の補助金の交付を受けていないこ

と。 

(3) 過去10会計年度（補助金の交付を受けようとする年度を除く。）、当該クリ

ーンエネルギー機器を含む太陽光発電システム及び蓄電池又はクリーンエネル

ギー機器パッケージについて、補助金の交付を受けようとする者及び当該者と

同一住所地に居住する者がつくば市から同様の補助金の交付を受けていないこ

と。 

(4) クリーンエネルギー機器を設置する住宅の所有者と当該補助金の交付を受け

ようとする者が異なる場合にあっては、その設置について当該住宅の所有者の

同意を得ていること。 

(5) クリーンエネルギー機器の設置を、つくば市内において自らが生活の主たる

拠点としている住宅（事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を

含む。次項において同じ。）又は当該住宅の車庫、物置その他のこれらに類す

る附属建築物において行うこと。 

(6) 過去５会計年度（補助金の交付を受けようとする年度を除く。）において、



補助金の交付を受けようとする者及び当該者と同一住所地に居住する者がつく

ば市低炭素ガイドラインに基づく認定補助金の交付を受けていないこと（蓄電

池又を設置する場合に限る。）。 

(7) 補助金の交付を受けようとする者又は当該者と同一住所地に居住する者が茨

城県が実施するいばらきエコチャレンジに登録すること（蓄電池を設置する場

合に限る。）。 

２ ビークルトゥホームシステム設置事業補助金は、次に掲げる要件のいずれにも

該当する者が別表第２に定める要件を満たすV２Hシステムを設置する場合に、予

算の範囲内で交付することができる。 

(1) 市内居住者又は市内居住予定者であること。 

(2) 過去５会計年度（補助金の交付を受けようとする年度を除く。）において、

補助金の交付を受けようとする者及び当該者と同一住所地に居住する者がつく

ば市から同様の補助金（V２Hシステムに係るものに限る。）又はつくば市低炭

素ガイドラインに基づく認定補助金の交付を受けていないこと。 

(3) 補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする者と同

一住所地に居住する者が電気自動車（電気のみを動力源とする４輪の自動車を

いう。以下同じ。）を所有している又は所有する予定であること。 

(4) V２Hシステムを設置する住宅の所有者と当該補助金の交付を受けようとする

者が異なる場合にあっては、その設置について当該住宅の所有者の同意を得て

いること。 

(5) V２Hシステムの設置を、つくば市内において自らが生活の主たる拠点として

いる住宅又は当該住宅の車庫、物置その他のこれらに類する附属建築物（次号

において「住宅等」という。）において行うこと。 

(6) 住宅等に太陽光発電システムが設置されている又は当該年度中に設置予定で

あること。 

（補助金の額） 



第５条 交付する補助金の額は、別表第１及び別表第２に定めるところによる。 

（補助金の交付の申請） 

第６条 規則第４条第１項の申請書の様式は、クリーンエネルギー機器設置事業補

助金にあっては様式第１号とし、ビークルトゥホームシステム設置事業補助金に

あっては様式第２号とする。 

２ 規則第４条第１項の所定の期日は、次の各号に掲げる補助対象機器等の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

(1) クリーンエネルギー機器 補助金の交付を受けようとする年度の２月末日ま

での日であって、かつ、当該クリーンエネルギー機器設置工事の着工日（当該

クリーンエネルギー機器が設置された住宅を購入する場合は、当該住宅の引渡

しの日）の前の日 

(2) V２Hシステム 補助金の交付を受けようとする年度の２月末日までの日であ

って、かつ、V２Hシステム設置工事の着工日（当該V２Hシステムが設置された

住宅を購入する場合は、当該住宅の引渡しの日）の前の日 

３ 規則第４条第２項第５号の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる補助

対象機器等の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

(1) 蓄電池 次に掲げる書類 

ア 建築確認済証の写し（新築住宅及び新築建て売り住宅の場合に限る。） 

イ 工事請負契約書、売買契約書その他の蓄電池の設置又は購入の事実が確認

できる書類の写し 

ウ 蓄電池の金額が確認できる見積書等の写し 

エ 蓄電池の型番が確認できるカタログ等の写し 

オ 蓄電池の設置予定箇所の現況写真 

カ 工事請負契約書、売買契約書その他の太陽光発電システムの設置又は購入

の事実が確認できる書類の写し（蓄電池を太陽光発電システムと同時に設置

する場合に限る。） 



キ 太陽電池モジュールの配置図面その他の太陽光発電システムの出力が確認

出来る書類の写し（蓄電池を太陽光発電システムと同時に設置する場合に限

る。） 

ク 太陽光発電システムの設備情報が確認できる書類の写し（蓄電池を既存の

太陽光発電システムに追加して設置する場合に限る。） 

ケ 蓄電池の設置に係る住宅所有者の同意書（住宅所有者と申請者が異なる場

合に限る。） 

コ 補助金の交付を受けようとする者又は当該者と同一住所地に居住する者が

茨城県が実施するいばらきエコチャレンジに登録されていることが確認でき

る書類 

サ 住民票の写し（市内居住者に限る。） 

シ その他市長が補助金の交付決定に際し必要と認める書類 

(2) 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機（以下「ヒートポンプ給湯機」という。） 

次に掲げる書類 

ア 工事請負契約書、売買契約書その他のヒートポンプ給湯機の設置又は購入

の事実が確認できる書類の写し 

イ ヒートポンプ給湯機の金額が確認できる見積書等の写し 

ウ ヒートポンプ給湯機が、太陽光発電システムで発電した電力で沸き上げを

行う機能があることが確認できるカタログ等の写し 

エ ヒートポンプ給湯機の設置予定箇所の現況写真 

オ 工事請負契約書、売買契約書その他の太陽光発電システムの設置又は購入

の事実が確認できる書類の写し（ヒートポンプ給湯機を太陽光発電システム

と同時に設置する場合に限る。） 

カ 太陽電池モジュールの配置図面その他の太陽光発電システムの出力が確認

出来る書類の写し（ヒートポンプ給湯機を太陽光発電システムと同時に設置

する場合に限る。） 



キ 太陽光発電システムの設備情報が確認できる書類の写し（ヒートポンプ給

湯機を既存の太陽光発電システムに追加して設置する場合に限る。） 

ク ヒートポンプ給湯機の設置に係る住宅所有者の同意書（住宅所有者と申請

者が異なる場合に限る。） 

ケ 住民票の写し（市内居住者に限る。） 

コ その他市長が補助金の交付決定に際し必要と認める書類 

(3) V２Hシステム 次に掲げる書類 

ア 工事請負契約書、売買契約書その他のV２Hシステムの設置又は購入の事実

が確認できる書類の写し 

イ V２Hシステムの金額が確認できる見積書等の写し 

ウ V２Hシステムの型番が確認できるカタログ等の写し 

エ V２Hシステムの設置予定箇所の現況写真 

オ 工事請負契約書、売買契約書その他の太陽光発電システムの設置又は購入

の事実が確認できる書類の写し（太陽光発電システムを既に設置している場

合は、太陽光発電システムの設備情報が確認できる書類の写し） 

カ 電気自動車の購入契約又は注文書の写し（電気自動車を既に所有している

場合は、電気自動車の自動車検査証記録事項（道路運送車両法（昭和26年法

律第185号）第58条第２項に規定する自動車検査証記録事項をいう。以下同

じ。）が記載された書面の写し） 

キ V２Hシステムの設置に係る住宅所有者の同意書（住宅所有者と申請者が異

なる場合に限る。） 

ク 住民票の写し（市内居住者に限る。） 

ケ その他市長が補助金の交付決定に際し必要と認める書類 

４ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第１号サ、第２号ケ及び第３号クに掲

げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を

省略させることができる。 



（補助金の交付の決定） 

第７条 規則第７条の通知書の様式は、クリーンエネルギー機器設置事業補助金に

あっては様式第３号とし、ビークルトゥホームシステム設置事業補助金にあって

は様式第４号とする。 

２ 市長は、補助金の交付をすることが不適当であると認めたときは、様式第５号

により申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第８条 規則第12条の２に規定する申請書の様式は、様式第６号とする。 

２ 規則第12条の２の承認をしたときは、当該申請をした者に様式第７号により通

知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 規則第13条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第８号とする。 

２ 申請者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して20日以内又は

当該年度の末日のいずれか早い日までに前項の様式を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 規則第13条第１項の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる補助対象機

器等の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

(1) 蓄電池 次に掲げる書類 

ア 蓄電池の領収書及び内訳書の写し 

イ 蓄電池の製造番号及び型番が確認できる保証書等の写し 

ウ 蓄電池の設置状況が確認できる写真 

エ 補助金の交付申請をした際の居住予定地に転居し、又は転入した事実を確

認できる書類の写し（補助金の交付決定を受けた際、市内居住予定者であっ

た者に限る。） 

オ その他市長が補助金の交付額の確定に際し必要と認める書類 

(2) ヒートポンプ給湯機 次に掲げる書類 



ア ヒートポンプ給湯機の領収書及び内訳書の写し 

イ 購入したヒートポンプ給湯機の製造番号及び型番が確認できる保証書等の

写し 

ウ ヒートポンプ給湯機の設置状況が確認できる写真 

エ 補助金の交付申請をした際の居住予定地に転居し、又は転入した事実を確

認できる書類の写し（補助金の交付決定を受けた際、市内居住予定者であっ

た者に限る。） 

オ その他市長が補助金の交付額の確定に際し必要と認める書類 

(3) V２Hシステム 次に掲げる書類 

ア V２Hシステムの領収書及び内訳書の写し 

イ V２Hシステムの製造番号及び型番が確認できる保証書等の写し 

ウ V２Hシステムの設置状況が確認できる写真 

エ 電気自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面の写し（補助金の交

付決定を受けた際、電気自動車を所有していなかった者に限る。） 

オ 補助金の交付申請をした際の居住予定地に転居し、又は転入した事実を確

認できる書類の写し（補助金の交付決定を受けた際、市内居住予定者であっ

た者に限る。） 

カ その他市長が補助金の交付額の確定に際し必要と認める書類 

４ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第１号エ、第２号エ及び第３号オに掲

げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を

省略させることができる。 

（補助金交付額の確定） 

第１０条 規則第14条の通知書の様式は、クリーンエネルギー機器設置事業補助金

にあっては様式第９号とし、ビークルトゥホームシステム設置事業補助金にあっ

ては様式第10号とする。 

（補助金の請求） 



第１１条 規則第15条の２第２項に規定する請求は、様式第11号により行うものと

する。 

（決定の取消し） 

第１２条 規則第16条第４項において準用する規則第７条の規定による補助金交付

決定の取消しの通知は、様式第12号により行うものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 規則第17条第１項の規定により補助金の返還を命じる場合は、様式第13

号により行うものとする。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成26年告示第395号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年告示第411号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成28年告示第342号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年告示第412号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年告示第361号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年告示第455号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年告示第211号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第233号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



附 則（令和４年告示第243号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年告示第256号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年告示第228号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年告示第232号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年告示第184号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条、第４条、第５条関係） 

対象機器等 補助要件 補助金額 

蓄電池 (1) 補助金の交付を受けようとする年度又

はその前年度に、国の補助事業において補

助対象設備として登録されているものであ

ること。 

(2) 配線方法が余剰配線であって、発電出

力が３kW以上10kW未満のものである太陽光

発電システムと接続すること。 

(3) 公称最大蓄電容量４kWh以上のものであ

ること。 

(4) 未使用品（新品）であること。 

(5) 補助金の交付を受けようとする年度に

おいて１台を限度とすること。 

(6) リースでないこと。 

50,000円



ヒートポン

プ給湯機 

(1) 太陽光発電システムで発電した電力で

沸き上げを行う機能があること。 

(2) 配線方法が余剰配線であって、発電出

力が３kW以上10kW未満のものである太陽光

発電システムが整備された自宅等に設置さ

れるものであること。 

(3) 未使用品（新品）であること。 

(4) 補助金の交付を受けようとする年度に

おいて１台を限度とすること。 

(5) リースでないこと。 

50,000円

別表第２（第２条、第４条、第５条関係） 

対象機器等 補助要件 補助金額 

ビークルト

ゥホームシ

ステム（V２

Hシステム） 

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センタ

ーが補助対象に認定している充電器のう

ち、電気自動車等が蓄電している電力を在

宅用電源として利用するものであること。 

(2) 配線方法が余剰配線であって、発電出

力が３kW以上10kW未満のものである太陽光

発電システムと接続すること。 

(3) 未使用品（新品）であること。 

(4) 補助金の交付を受けようとする年度に

おいて１台を限度とすること。 

(5) リースでないこと。 

100,000円

 


